
令和５年度11月補正予算（一般会計補正予算（第６号）関連）　債務負担行為に係る施工箇所等

【追加】
(単位：千円）

R5年度
①

R6年度
以降　②

493
補助道路整備事業
（大津インター線）

令和6年度 15,000 10,000 15,000 25,000 大津市本宮　

494
補助道路修繕事業
（国道367号）

令和6年度 40,000 10,000 40,000 50,000

大津市葛川木戸口
町

大津市葛川中村町

495
補助道路修繕事業
（欲賀守山甲線）

令和6年度 10,000 10,000 10,000 20,000 守山市欲賀町

496
補助道路修繕事業
（柳川能登川線）

令和6年度 10,000 2,000 10,000 12,000
彦根市本庄町～東
近江市川南町

事業費計

①＋②
番号 事　　項 期　間 限度額

費用支出年度区分
施工箇所 理 　　　　　　由

　本宮工区は、緊急輸送道路であるため、防災を目的とした無電柱化
事業を実施するものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。

　伊勢橋工区（大津市葛川木戸口町）、中村大橋工区（大津市葛川中
村町）は橋梁の耐震化を行うものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。

　欲賀大橋工区は橋梁の修繕を行うものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。

　葉枝見橋工区は橋梁の修繕を行うものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。

土木交通・警察・企業常任委員会資料２－３

令 和 ５ 年 （ 2 0 2 3 年 ） 12 月 14日

土 木 交 通 部
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R5年度
①

R6年度
以降　②

事業費計

①＋②
番号 事　　項 期　間 限度額

費用支出年度区分
施工箇所 理 　　　　　　由

497
補助道路修繕事業
（佐生今線）

令和6年度 10,000 3,000 10,000 13,000 東近江市佐生町

498
補助道路修繕事業
（香花寺曽根線）

令和6年度 5,000 20,000 5,000 25,000 長浜市難波町

499
補助道路修繕事業
（湖北長浜線）

令和6年度 5,000 5,000 5,000 10,000 長浜市八木浜町

500
補助道路修繕事業
（綾戸東川線）

令和6年度 10,000 2,000 10,000 12,000 竜王町弓削

501
補助道路修繕事業
（高島大津線）

令和6年度 25,000 10,000 25,000 35,000
大津市和邇北浜～
和邇中浜

502
補助道路修繕事業
（近江八幡大津線）

令和6年度 10,000 2,000 10,000 12,000
近江八幡市佐波江
町

　参宮橋工区は橋梁の修繕を行うものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。

　難波橋工区は橋梁の修繕を行うものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。

　田川大橋工区は橋梁の修繕を行うものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。

　日野川大橋工区は橋梁の修繕を行うものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。

　喜撰川橋工区は橋梁の耐震化を行うものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。

　日野川大橋工区は橋梁の修繕を行うものである。
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為を追加
したい。
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R5年度
①

R6年度
以降　②

事業費計

①＋②
番号 事　　項 期　間 限度額

費用支出年度区分
施工箇所 理 　　　　　　由

503 雪寒機械整備 令和6年度 21,000 34,000 21,000 55,000 大津市京町四丁目

504
補助通常砂防事業
（際川支流３）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 大津市南滋賀町

505
補助通常砂防事業
（東南寺川支流１）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 大津市坂本本町

506
補助通常砂防事業
（中ノ池川支流２）

令和6年度 10,000 7,000 10,000 17,000 野洲市小篠原

507
補助通常砂防事業
（信楽川支流１）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 甲賀市信楽町長野

508
補助通常砂防事業
（信楽川支流２）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 甲賀市信楽町長野

　冬期の道路凍結、積雪に対処するため、道路除雪車等の雪寒機械を
購入し、道路の安全通行を確保するものである。
　このたび、国の補正予算内示を踏まえて雪寒機械の更新計画を見直
し、道路除雪車を購入することとなった。
　令和６年度の冬期までに道路除雪車の整備を完了するためには、年
度をまたいだ期間設定が必要となることから、債務負担行為を追加した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。
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R5年度
①

R6年度
以降　②

事業費計

①＋②
番号 事　　項 期　間 限度額

費用支出年度区分
施工箇所 理 　　　　　　由

509
補助通常砂防事業
（荒川西流支流１）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 湖南市三雲

510
補助通常砂防事業
（荒川西流支流２）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 湖南市三雲

511
補助通常砂防事業
（大川支流）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 東近江市小脇町

512
補助通常砂防事業
（鳴谷川）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 東近江市上平木町

513
補助通常砂防事業
（犬上川支流１）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000
犬上郡多賀町大君
ケ畑

514
補助通常砂防事業
（犬上川支流２）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000
犬上郡多賀町大君
ケ畑

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。
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R5年度
①

R6年度
以降　②

事業費計

①＋②
番号 事　　項 期　間 限度額

費用支出年度区分
施工箇所 理 　　　　　　由

515
補助通常砂防事業
（新谷）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000
長浜市余呉町柳ケ
瀬

516
補助通常砂防事業
（横波川支流）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000
長浜市西浅井町横
波

517
補助通常砂防事業
（開田川）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000
高島市マキノ町下
開田

518
補助通常砂防事業
（水戸坂川）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 高島市拝戸

519
単独都市公園事業
（金亀公園）

令和6年度 246,000 73,700 246,000 319,700 彦根市松原町

計 557,000 398,700 557,000 955,700

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に施設の設計を行う必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　渓流下流に位置する人家等を土砂災害から守るために堰堤等の砂
防施設を設置するものである。
　国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するた
め、早期に施設の設計を行う必要があり、債務負担行為により実施した
い。

　金亀公園（彦根総合スポーツ公園）の整備については、令和７年10月
の国スポ・障スポ大会開催に向けて、令和６年度末の完了を見込んで
いる。
　公園内の施設整備（園路、駐車場、植栽等）について、早期発注によ
り、大会準備への影響を避け、より確実に国スポ・障スポ大会のスケ
ジュールどおり事業を完了させるため、債務負担行為を追加したい。
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令和５年度11月補正予算（一般会計補正予算（第６号）関連　債務負担行為に係る施工箇所等

【変更】
(単位：千円）

R５年度
①

R６年度
以降　②

補正前
令和6年度から
令和7年度まで

545,000 162,000 545,000 707,000

補正後
令和6年度から
令和7年度まで

595,000 282,000 595,000 877,000

補正前
令和6年度から
令和7年度まで

300,000 167,000 300,000 467,000

補正後
令和6年度から
令和7年度まで

400,000 187,000 400,000 587,000

補正前
令和6年度から
令和7年度まで

710,000 148,000 710,000 858,000

補正後
令和6年度から
令和7年度まで

740,000 208,000 740,000 948,000

長浜市木之本町川
合

長浜市木之本町金
居原

ほか１箇所

　川合トンネル工区（長浜市木之本町川合）、金居原トンネル工区（長
浜市木之本町金居原）は、トンネル修繕を行うものである。このたび、
国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するため、
早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為の限度額を増額し
たい。（追加）

長浜市木之本町金
居原～木之本町杉
野

ほか４箇所

補助道路整備事業
（国道303号）

91

　地子原工区は、中山間地域において唯一の道路となっているが、幅
員狭小かつ線形不良の区間であり、一般車両の離合が困難であるこ
とから、道路整備を行うものである。
　当工区は、工事を一体的に発注する必要があることから、大規模工
事となり年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。（当初）
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為の限
度額を増額したい。（変更）

147
補助道路整備事業
（麻生古屋梅ノ木線）

高島市朽木地子原

施工箇所

　金居原・杉野工区（長浜市木之本町金居原～木之本町杉野）は、幅
員狭小かつ線形不良の区間があるため、拡幅および線形改良整備を
行うものである。
　当工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度をまたい
だ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施し
たい。（当初）
　国内示に伴う事業費の増額により、隣接工区も含めて施工すること
が可能となった。さらなる事業推進を図るため、債務負担行為の限度
額を増額したい。（６月補正）
　このたび、関係機関との協議が整い、工事等の実施が可能となっ
た。適正工期を確保するためには、年度をまたいだ工期設定が必要と
なることから、債務負担行為の限度額を増額したい。（９月補正）
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業着手する必要があり、債務負担行為の限度
額を増額したい。（変更）

理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②
区分

149
補助道路修繕事業
（国道303号）
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②
区分

補正前 令和6年度 170,000 105,000 170,000 275,000

補正後 令和6年度 180,000 185,000 180,000 365,000

補正前 令和6年度 60,000 80,000 60,000 140,000

補正後 令和6年度 140,000 120,000 140,000 260,000

補正前 令和6年度 293,000 169,000 293,000 462,000

補正後 令和6年度 300,000 229,000 300,000 529,000

152
補助道路修繕事業
（国道365号）

長浜市余呉町柳ケ
瀬

ほか３箇所

　雁ヶ谷橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事
を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ
工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。（当
初）
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為の限
度額を増額したい。（変更）

156
補助道路修繕事業
（大津能登川長浜線）

米原市朝妻筑摩

ほか４箇所

　入江湖橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。このたび、国の補
正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進するため、早期に
事業に着手する必要があり、債務負担行為の限度額を増額したい。
（追加）

東近江市山上町

東近江市永源寺相
谷町

　新和南橋工区（東近江市山上町）、端ケ谷橋工区（東近江市永源寺
相谷町）は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を予定
しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期設
定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。（当初）
　国内示に伴う事業費の増額により隣接工区も含めて施工することが
可能となった。さらなる事業推進を図るため、債務負担行為の限度額
を増額したい。（６月補正）
　このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推
進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為の限
度額を増額したい。（変更）

153
補助道路修繕事業
（国道421号）
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②
区分

補正前 令和6年度 110,000 50,000 110,000 160,000

補正後 令和6年度 140,000 112,000 140,000 252,000

補正前 令和6年度 300,000 62,000 300,000 362,000

補正後 令和6年度 310,000 102,000 310,000 412,000

補正前 令和6年度 500,000 400,000 500,000 900,000

補正後
令和6年度から
令和7年度まで

700,000 886,000 700,000 1,586,000

165
補助道路修繕事業
（山東本巣線）

米原市曲谷

ほか２箇所

　中窪橋工区、月観橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。このた
び、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭化」等を推進する
ため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担行為の限度額を
増額したい。（追加）

162
補助道路修繕事業
（大津守山近江八幡線）

草津市御倉町

草津市志那中町

近江八幡市南津田
町

ほか３箇所

　子守橋工区（草津市御倉町）、志那中歩道橋工区（草津市志那中
町）、魞場大橋工区（近江八幡市南津田町）は、橋梁の修繕を行うも
のである。このたび、国の補正予算に伴い、「防災・減災、国土強靭
化」等を推進するため、早期に事業に着手する必要があり、債務負担
行為の限度額を増額したい。（追加）

242
補助広域河川改修事業
（姉川・高時川）

長浜市川道町他

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
（当初）
　このたび、国の補正予算に伴い、事業の前倒しが可能となり、築堤
工と護岸工が新たに発注可能となった。
　適正工期を確保するためには令和７年度に及ぶ工期設定が必要と
なることから、債務負担行為の期間および限度額を変更したい。（変
更）
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②
区分

補正前 令和6年度 200,000 24,000 200,000 224,000

補正後 令和6年度 300,000 213,000 300,000 513,000

補正前 3,188,000 1,367,000 3,188,000 4,555,000

補正後 3,805,000 2,524,000 3,805,000 6,329,000

256
補助河川総合流域防災事業
（水害リスク情報整備推進業務）

大津市京町四丁目
他

　水防法の改正に伴う中小河川の洪水浸水想定区域図の作成に当
たり、データ処理および解析業務の適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
（当初）
　このたび、国の補正予算に伴い、洪水浸水想定区域図の作成業務
が追加で発注可能となったことから、債務負担行為の限度額を増額し
たい。（変更）

計
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